
 

 

北方領土の早期返還、竹島に関する広報活動等の推進 

に関する提言 
 

北方領土の早期返還及び竹島に関する広報活動等の推進のため、国は、次の事項に

ついて積極的な措置を講じられたい。 

 

１．北方領土の早期返還について 

（１）一日も早い北方領土問題の解決と平和条約締結に向け、国内外世論の喚起に努

めつつ、強力な外交交渉を行うなど、引き続き最大限の努力をすること。 

（２）北方領土問題に係る啓発活動を強化するとともに、返還要求運動を次の世代に

引き継いでいくため、青少年教育と後継者育成に努めること。 

（３）「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」及び「北方領

土問題等の解決の促進を図るための基本方針」に基づく施策の予算化や事業の実

施を推進すること。 

（４）早期返還に向けた戦略的環境づくりのため、北方四島交流事業をはじめ、北方

墓参、自由訪問などの着実な推進と、日本の法的立場を害さない形での北方四島

における共同経済活動の検討を積極的に進めること。 

（５）北方領土周辺海域における安全操業の円滑な実施について万全を期すこと。 

 

２．竹島に関する広報活動の推進について 

（１）竹島問題に対して毅然とした対応を取るとともに、北方領土と同様に、内閣府

において竹島問題に関する広報啓発活動を所管する組織を設置すること。 

（２）竹島領土問題や、国境離島が果たしている役割などを国民に啓発する施設を設

置すること。 

 


